
市　報　に い が た （4）平成12年10月８日合併特集号

先
月
29
日
に
閉
会
し
た
９
月
定
例
市
議

会
で
、
黒
埼
町
と
の
合
併
に
関
連
す
る
議

案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

予
算
関
係
で
は
、
一
般
・
特
別
会
計
の

補
正
お
よ
び
ガ
ス
事
業
会
計
の
新
設
な
ど

の
議
案
が
可
決
さ
れ
、
補
正
の
総
額
は
約

67
億
２
０
０
０
万
円
。
内
容
と
し
て
は
、

合
併
後
の
黒
埼
地
区
に
お
け
る
１
月
か
ら

３
月
ま
で
の
諸
経
費
や
各
種
基
金
の
引
き

継
ぎ
、
事
務
事
業
の
統
一
に
係
る
経
費
―
―

な
ど
が
中
心
で
す
。

ま
た
、
一
般
議
案
で
は
、
現
在
の
町
役

場
を
「
黒
埼
支
所
」
と
す
る
条
例
の
制
定

を
は
じ
め
、
合
併
後
、
町
の
施
設
や
事
務

事
業
を
引
き
継
ぎ
、
市
と
し
て
執
行
・
運

営
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制

定
・
改
正
な
ど
、
全
部
で
59
件
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

黒
埼
町
役
場

（
合
併
後
は
黒
埼
支
所
）

○
自
治
省
告
示
第
二
百
十
三
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
潟
県
西
蒲
原
郡
黒
埼
町

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
新
潟
市
に
編
入
す
る
旨
、
新
潟
県

知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
二
年
八
月
二
十
九
日自

治
大
臣
　
西
田
　
　
司

官
報
（
８
月
29
日
付
け
）
よ
り

補正予算の主な内容 （千円）

合併後の新住所
「西蒲原郡黒埼町（大字）◯◯」が「新潟市◯◯」に

なります。番地や郵便番号、電話番号はこれまでと同
じで変わりません。
ただし、「大野」は同じ町名が新潟市にもあるため、

「大野町」と変更されます。

制
　
定

一

部

改

正

条　例　名

新潟市黒埼支所設置条例
黒埼町の編入に伴う特別参与の設置に関する条例
黒埼町の編入に伴う新潟市市税条例の適用の経過
措置に関する条例
新潟市黒埼常民文化史料館条例
新潟市老人福祉センター黒埼荘条例

新潟市黒埼地区ガス供給条例

新潟市職員定数条例

新潟市印鑑条例

新潟市文化財保護条例

新潟市保育所条例

新潟市給水条例

内　　容

黒埼支所の設置について定めるもの
特別参与を設置し、黒埼町長をあてるもの
黒埼町区域の個人市民税均等割の不均一課税な
どの経過措置を規定するもの
黒埼常民文化史料館を引き継ぐもの
黒埼町老人福祉センター黒埼荘を引き継ぐもの
黒埼町ガス事業の引き継ぎに伴い，ガスの供給
に関し必要な事項を定めるもの
黒埼町職員を引き続き新潟市職員にすることに
伴い、職員定数を改めるもの
黒埼町で行った印鑑登録を市条例に基づく登録
とみなすなどの改正を行うもの
黒埼町で行った文化財の指定を市条例に基づく
指定とみなすなどの改正を行うもの
黒埼町保育所８園を引き継ぐもの
黒埼町区域の段階的不均一水道料金などについ
て規定するもの

９月議会で制定・一部改正された主な条例

そのほかの主な議案
議　案　名

西蒲原福祉事務組合への加入について

新潟市・黒埼町合併協議会の廃止について　

町（字）の名称の変更について

内　　容

組合の構成員として黒埼町の地位を引き継ぐも
の
合併協議会を廃止するもの
黒埼町地内の町（字）の名称変更を行うもの
（別表）
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５
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７
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６
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８
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９
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・
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２
・
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３
・
６

３
・
27

３
・
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７
・
14

８
・
１

８
・
29

１
・
１

浅
妻
町
長
が
合
併
に
関
す
る
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
を
公
約
に
掲
げ
当
選

町
が
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
（
合
併
賛
成
・
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
賛
成

が
全
体
の
６
７
・
６
％：

対
象
者
１
５
０
０
人
中
７
１
４
人
が
回
答
）

町
長
が
町
議
会
で
「
任
期
は
短
い
が
、
せ
め
て
協
議
会
を
つ
く
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
」
と
答
弁

両
市
町
が
合
併
に
関
す
る
庁
内
組
織
を
設
置

新
潟
商
工
会
議
所
が
合
併
推
進
に
つ
い
て
の
陳
情
書
を
市
議
会
議
長
あ
て

に
提
出
。
以
降
、
町
在
住
者
な
ど
か
ら
合
併
推
進
の
陳
情
と
合
併
に
慎
重
な

対
応
を
求
め
る
陳
情
が
市
議
会
議
長
お
よ
び
町
議
会
議
長
あ
て
に
提
出
さ
れ

る
市
議
会
で
合
併
推
進
の
陳
情
を
採
択

町
議
会
で
合
併
推
進
の
陳
情
を
採
択

第
１
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
（
任
意
合
併
協
議
会
）
を
開

催
第
２
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
３
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
４
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
５
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
６
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
７
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

市
長
・
河
内
町
長
会
談
で
「
一
定
の
段
階
で
黒
埼
町
は
住
民
説
明
会
な
ど

を
開
催
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
、
法
定
合
併
協

議
会
を
設
置
す
る
こ
と
」
な
ど
を
合
意

第
８
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

第
９
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
問
題
協
議
会
を
開
催

町
議
会
が「
法
定
合
併
協
議
会
の
早
期
設
置
」を
決
議

市
長
・
町
長
会
談
で
「
両
市
町
の
平
成
11
年
12
月

議
会
定
例
会
で
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
議
案
を
提
案
す
る
こ
と
」
を
合
意

町
議
会
で
「
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
協
議
会
（
法

定
合
併
協
議
会
）
の
設
置
」
を
可
決

市
議
会
で
「
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
協
議
会
の
設

置
」
を
可
決

市
長
と
町
長
が
県
知
事
に
「
新
潟
市
・
黒
埼
町
合

併
協
議
会
」
の
設
置
を
届
け
出

第
１
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
協
議
会
を
開
催

第
２
回
新
潟
市
・
黒
埼
町
合
併
協
議
会
を
開
催

（
合
併
協
定
書
に
調
印
）

町
議
会
で
合
併
の
議
決

市
議
会
で
合
併
の
議
決

市
長
と
町
長
が
県
知
事
へ
合
併
を
申
請

県
議
会
で
合
併
の
議
決

県
知
事
が
合
併
を
決
定
。
自
治
大
臣
へ
届
け
出

自
治
大
臣
の
告
示

合
併
の
施
行

補正予算（一般会計と特別会計）

市と町の制度などを同じ水準に調整するための補正

事務を統一するための電算システム開発事業費

施設改修、および看板・銘板・旗など

町の事務事業の１～３月分を引き継ぐもの

町の基金を引き継ぎ市の基金として積み立てるもの

県から移譲される事務事業分の補正（黒埼町分）

合併記念事業費

その他

合併に係る補正の総額 計

金　 額

166,393

196,001

40,742

4,121,376

2,004,130

63,404

9,300

118,638

6,719,984

福祉関係

教育関係

広報関係

その他

福祉総合システム、国民年金システム、国民健康保険
システム、介護保険システム、ほか

市議会棟改修、黒埼地域保健福祉センター施設整備、
支所看板・市旗、学校銘板・校旗、ほか

建設事業費、清掃事務組合負担金などの補助費等、
議員・職員などの人件費、ほか

財政調整基金、地域福祉基金、都市整備基金、土地開発
基金、国民健康保険事業運営基金、ほか（以上町基金名）

生活保護費、障害者施設入所扶助費、ほか

（一般会計3,979,651 、特別会計2,740,333 ）

（福祉タクシー利用助成、公立保育園パー
ト職員経費、あんしん連絡システム事業、
ほか）
（要・準要保護児童生徒就学援助、私立幼
稚園父母負担軽減補助金、ほか）
（市報にいがた、暮らしのガイド、ほか）
（議会事務費、ほか）

変　更　前
大字金巻
大字鳥原
大字立仏
大字寺地
大字善久
大字山田
小平方

大字鳥原新田
大字板井
大字木場
大字大潟
大字黒鳥
大字北場
大野
流通

緒立流通
ときめき東
ときめき西

金巻
鳥原
立仏
寺地
善久
山田
小平方
鳥原新田
板井
木場
大潟
黒鳥
北場
大野町
流通

緒立流通
ときめき東
ときめき西

西蒲原郡黒埼町 新潟市

変　更　後


